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 日本国政府はギニア共和国政府の要請に基づき、同国の予防接種拡大計画にかかる基本設計

調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

 当機構は、平成 16 年 8 月から 9 月まで調査団を現地に派遣しました。 

 調査団は、ギニア共和国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を

実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
 
平成 17年 1月   

独立行政法人国際協力機構 

 理事     小島 誠二 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 

 

１－１ 当該セクターの現状と課題 

 

１－１－１ 現状と課題 

 ギニア共和国（以下「ギ」国と略す）の保健衛生指標は、表-１に示すとおり、サハラ以南平

均レベルであり、未だ劣悪な環境にあることを示している。 

表-1 サハラ以南地域保健指標比較 

年間出生数

(単位 1,000

人) 

１歳未満児死亡

率 

(1,000 人当たり)

5 歳未満児死亡

率 

(1,000 人当た

り) 

妊産婦死亡率 
(出生 100,000 人当た

り) 

出生時平均余

命 

（％） 

 

2002 年 2002 年 2002 年 2000 年調整値* 2002 年 

ギニア 361 109 169 740 49 

リベリア 161 157 235 760 41 

コートジボア

ール 

583 102 176 690 41 

マリ 631 122 222 1200 49 

シエラレオー

ネ 

239 165 284 2000 34 

サハラ以南の

平均 

- 106 174 940 46 

出典：ユニセフ世界子供白書（2004 年）      

＊妊産婦の死亡の報告漏れや分類の誤りというよく知られた問題に対応して調整されたもので、データが存在しない国

の推定値も含まれている。 

 

 「ギ」国における乳幼児死亡率の推移は表-2 に示すとおりである。他援助機関からの協力も

あり、乳幼児死亡率は徐々にではあるが改善されつつあることを示している。｢ギ｣国では日常的

に赤痢、腸チフス、マラリア、肝炎などが発生している。高い乳幼児死亡率の主な原因となって

いるのは、結核、破傷風、流行性髄膜炎等の疾病である。これらは全国的な予防接種活動が実施

されれば短期的・効果的に改善の見込みのある疾病である。 

表-2 乳幼児死亡率の推移 

単位：対 1,000 人当り 

  1990 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 

1 歳未満児死亡率 215 人 124 人 115 人 112 人 109 人 109 人 ギニア 

 5 歳未満児死亡率 380 人 197 人 181 人 175 人 169 人 169 人 

1 歳未満児死亡率 154 人 107 人 107 人 108 人 107 人 106 人 サハラ以南

の平均 5 歳未満児死亡率 257 人 173 人 173 人 175 人 173 人 174 人 

出典：UNICEF 世界子供白書 2000 年、2001 年､2002 年、2003 年、2004 年             
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 ｢ギ｣国のワクチン接種率の推移は WHO の統計によると表-3 で示すとおりであり、1996 年には

ワクチン購入予算削減のため、全種のワクチン接種率に低下がみられた。この接種率の低下は、

ワクチン不足に加え、老朽化のため十分な温度管理ができないコールドチェーン機材などにより、

遠隔地に対する予防接種サービス（アウトリーチ）の停滞を招いたことに起因している。その後

継続的に行われた定期予防接種及び NID（全国予防接種の日）等の実施により接種率は改善が図

られ、平成 12 年度のわが国の援助（ワクチン、コールドチェーン機材などを 2001 年末までに調

達）により、予防接種全体としては回復基調にある。しかしながら、予防接種活動が停滞してい

た悪影響は 1996 年以降も続き、ポリオ、新生児破傷風の接種率はいまだ 1994～1995 年の水準に

は達していない。 

表-3 ワクチン接種率の推移 

単位：％ 

       年 

種類 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

BCG 78 78 59 69 69 72 71 71 71 79 

ポリオ 73 73 48 53 56 57 57 57 58 71 

麻疹 69 69 49 56 58 61 59 59 61 75 

破傷風 66 66 43 45 48 48 43 43 53 58 

ジフテリア 73 73 48 53 56 57 57 57 58 69 

     出典：WHO ワクチン接種情報 2004 年より (*2003 年 は集計途中) 

 

このため、｢ギ｣国保健省は「保健開発国家計画 2003～2012」の短期目標である「2003～2007 

5 ヵ年計画」で優先課題と位置付けている「必須医薬品とワクチンの供給」に取り組んでいる。

目標として、定期予防接種拡大計画の強化、結核・麻疹・ジフテリア・百日咳・破傷風等の罹

患率低下及び乳幼児死亡率低下等を掲げている。 

予防接種活動は、実施機関である「予防接種拡大計画」PEV 註）（以下は、PEV と称す）の下

で定期的な予防接種に加え、ポリオ、麻疹、黄熱病などのキャンペーンや強化活動が実施されて

いる。予防接種率の推移は、表-4 のとおりであり、PEV が目標とする 80～90％は現実的な目標

と言える。 

表-4 定期予防接種率（全国年間予防接種率） 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 目標 
BCG 76 82 75 71 79 85 
OPV3 57 57 64 61 62 75 
麻疹 61 59 59 61 68 75 
DPT3 57 57 64 61 62 75 
破傷風 44 42 52 53 58 62 

     出典：｢ギ｣国保健省 

 

                                                  
註） PEV は「予防接種拡大計画」と訳され、計画の名称であると共に実施機関名をも意味する。 
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１－１－２ 開発計画 

「ギ」国政府は 1997 年～2010 年にわたる「国家開発計画、2010 年のビジョン（2010 年におけ

る社会経済発展戦略）」を策定し、総合戦略として①教育、②保健、③農業、④行政・法律の 4

部門にかかるインフラ整備を重要政策として位置付けている。また、保健部門では｢部門別保健

政策(1997～2010 年)｣を策定し下記の優先項目を掲げている。 

1)人的資源の開発 2)総合疾病対策 

3)必須医薬品とワクチンの供給 4)生殖上の健康と栄養失調対策 

 

  さらに「保健開発国家計画 2003～2012」の具体案である「2003～2007 5 ヵ年計画」のなかで

も、予防接種率（表-4 定期予防接種率参照）の向上、乳幼児死亡率（177/1,000 人 1999 年、「ギ」

国保健省）の低下などを目指した予防接種活動の拡大・強化を図る感染症対策が引き続き重要課

題に位置付けられている。 

本プロジェクトは、高い予防接種率の確保、乳児死亡率の低下のために必要不可欠な予防接種

ワクチンを確保し、コールドチェーン設備・機材及び運送車両を拡充することで国家計画におけ

る上記優先項目 3)の実施に対応するものとして位置付けられる。 

 

１－１－３ 社会経済状況 

1984 年から政権に就いたコンテ大統領により市場経済政策が導入され、1985 年以降、世銀・

IMF の支援の下、食料自給の達成、公務員の削減、財政の健全化、金融改革の推進などを内容と

する構造調整計画を実施し中長期的な経済成長を目指している。しかし、近年、失業の増加やイ

ンフレ等が生じているため計画遂行は依然困難を極めている。｢ギ｣国の GNP は 31 億ドル（2001

年、世銀）で、そのうち鉱工業は約 37％、農業が約 25％を占める。ボーキサイトの産出量は世

界第 2位で、アルミナ、金なども輸出している。主な農産物は米、キャッサバ、コーヒー、パイ

ナップルなど。一人当りの GNP は 410 ドル（2001 年、世銀）である。 

１－２ 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

｢ギ｣国保健省は、1－1－2で既述のように｢部門別保健政策（1997～2010 年）｣の中でも特に予

防接種拡大・強化を 優先課題として、結核・麻疹・ジフテリア・百日咳・破傷風等の継続実施

を図り、罹患率低下及び乳幼児死亡率低下を目指している。しかしながら、その為の資機材調達

予算は依然として不足しており、平成 12 年度の我が国の援助に引き続き、定期予防接種用ワク

チン、ワクチン保冷保管用のコールドチェーン機材整備、ワクチン等運搬用車両の調達に対する

無償資金協力を、｢ギ｣国政府が要請してきたものである。以下、表-5 に要請内容を示す。 
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表-5 要請内容 

 機  材  名 数 量 

1 BCG ワクチン（20 ドーズ／アンプル）  100,000 アンプル

2 DTC/DTP ワクチン（10 ドーズ／バイアル）  400,000 バイアル

3 経口ポリオワクチン（10 ドーズ／バイアル）  400,000 バイアル

4 破傷風トキソイド（10 ドーズ／バイアル）  100,000 バイアル

5 VAA：黄熱病ワクチン（10 ドーズ／バイアル） 100,000 バイアル

6 麻疹ワクチン（10 ドーズ／バイアル） 100,000 バイアル

7 B 型肝炎ワクチン（10 ドーズ／バイアル） 400,000 バイアル

8 オートディスエーブル式注射器 0.05ml（BCG 用） 361,932 本

9 オートディスエーブル式注射器 0.5ml 1,280,434 本

10 ディスポーサブル注射器（麻疹ワクチン希釈用）5ml 83,306 本

11 セーフティボックス 5L 30,000 個

12 ケロシン/電気冷蔵庫 吸収式 170L 300 台

13 電気式冷蔵・冷凍庫（アイスライン）冷蔵庫 圧縮式 190L 以上 150 台

14 アイスパック冷凍庫 圧縮式 200L 以上 150 台

15 大型コールドボックス（長距離用 300 個

16 小型コールドボックス（近距離用） 300 個

17 ワクチンキャリア 300 個

18 発電機 7 台

19 モニタリング用車両 ４ｘ４ 7 台

20 トラック 4000cc ディーゼル 5 台

21 オフロード用バイク 200 台

22 コンピュータ 10 台

23 自転車 550 台

 

１－３ 我が国の援助動向 

我が国の保健分野に関する援助は、表-6 のとおり感染症対策特別機材供与としてユニセフと

のマルチバイ協力によるワクチン供与が平成 5年度から 12 年度にわたって実施された。 

表-6 感染症対策特別機材供与（平成 5年～平成 12 年） 

年  度 内  容 供与額 

平成 5年 ワクチン供与（BCG、百日咳、経口ポリオ、破傷風、ジフテリア） 28,836,000 円 

平成 6年 ワクチン供与（BCG、百日咳、経口ポリオ、破傷風、ジフテリア） 37,476,000 円 

平成 7年 ワクチン供与（BCG、百日咳、経口ポリオ、破傷風、三種混合） 65,448,000 円 

平成 8年 ワクチン供与（BCG、経口ポリオ、破傷風、三種混合） 28,644,408 円 

平成 9年 ワクチン供与（BCG、百日咳、経口ポリオ、破傷風、三種混合） 31,630,392 円 

平成 10 年 ワクチン供与（百日咳、経口ポリオ、破傷風、三種混合） 44,000,000 円 

平成 11 年 ワクチン供与（BCG、百日咳、経口ポリオ、破傷風、三種混合） 24,068,988 円 

平成 12 年 ワクチン供与（BCG、麻疹、経口ポリオ、破傷風、三種混合） 19,194,630 円 

    出典：対｢ギ｣国向け特別機材供与実績表 

 

我が国が過去に実施した保健医療分野の無償資金協力関連案件を表-7 に示す。 
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表-7 無償資金協力 

年 度 案件名 主な調達品目 金額 

平成 12 年度 
予防接種拡大計画支援 

（子供の福祉無償） 

ワクチン及びコールドチェーン

機材 
2.15 億円 

    ＊2001 年 12 月引渡し済み 

 

１－４ 他ドナーの援助動向 
他ドナーの当該分野における援助動向を表-8 に示す。特に予防接種支援では、WHO、ユニセフ、

GAVI、ARIVA が主なドナーである。ユニセフはフォレーカリア、キンディア、キシデゥグー、ダボラ

の 4県への重点支援を行っている。 

表-8 保健分野における他ドナーの援助動向 

WHO 

世界保健機関 

• 保健衛生分野全般 

• アドバイザー、調整役として政府を支援 

UNICEF 

国連児童基金 

• EPI、母子保健、IMCI 

• ワクチン、コールドチェーン機材供与 

• フォレーカリア、キンディア、キシデゥグー、ダボラの 4県への重点支援 

• 専門家の派遣、資機材調達、地方管理者とスタッフの育成 

• 日本と UNICEF とのマルチバイによる協力（ワクチン） 

• ヘルスケアのアクセス改善 

• 栄養改善 

• 水改善（井戸の設置、トイレ、下水、汚水対策） 

GAVI 

世界ﾜｸﾁﾝ・予防接

種協定 

• ワクチン供給 (黄熱病：2002～2006 年 5 年間供給、B 型肝炎：2005 年から 5 年

間を予定) 

• ワクチン・ロジスティック（車両） 

EU-ARIVA 

EU-ｱﾌﾘｶ予防接種

自立強化支援 

• ワクチン調達のためのリボルビング・ファンド 

• 予防接種要員の再教育 

France 

ﾌﾗﾝｽ共和国 

• EPI、必須医薬品の調達、HIV/AIDS 

• 専門家派遣、人材育成、NGO 支援 

IDA 

国際開発協会 

• 保健復興計画 

• 保健インフラ整備（保健センター、ポストの改修など） 

FPPTE 

重債務貧困国基金 
• ワクチン、予防接種用機材 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 

 

２－１ プロジェクトの実施体制 

 

２－１－１ 組織・人員 

 

 本プロジクトの主管省は保健省である。予防接種活動の実施機関である PEV は、1988 年に WHO

とユニセフの組織指導のもとに創設された PEV/SSP/ME（予防接種拡大計画／一次保健医療／基

礎医薬品部）の 1 部門であり、この機関は DNSP（国家公衆衛生局）に帰属する。保健省組織図

を図－1に、実施機関組織図を図－2に示す。  

予防接種活動においては地方分権省と保健省が合同で地方分権支援チームをつくり、地方分権

化（分散化）を推進しており、州保健局、県保健局が独自に活動し、定期的に中央レベルに報告

することになっている。現在では、州及び県保健局の自己責任によりワクチンの保管・管理が行

われている。また、全体で 394 ヶ所ある保健センターの約 8割では、活動計画はコミュニティ委

員会の決定に委ねられており、地域住民の参加も促進されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
 

図-１ 保健省組織図 
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図-2 実施機関組織図 

 

２－１－２ 財政・予算 

保健省、PEV の年間予算は厳しく、2001 年には国庫の残額がないなどの理由で全く支出できな

かったように不安定な財政状況にある。このため「ギ国」の予防接種の継続的活動にはドナーの

支援が引き続き必要である。予防接種活動予算を表-9 に示す。PEV の活動資金は予め定まった年

間予算の割り当てがなく、日頃の活動費、車輌燃料費、光熱費、維持管理費用などは発生ベース

の請求や一部 GAVI(世界ワクチン・予防接種協定)の援助資金で賄われている。地方各保健セン

ターでも中央からの補助はほとんどなく、診療費や医薬品販売、母子手帳の販売利益などで維持

されている。 

表-9 予防接種活動予算 

 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

機材費 36,856,400 53,050,000 0 0 0 

ワクチン購入費 0 18,000,000 0 7,929,910,000 7,006,170,000 

医薬品購入費 15,754,500 15,700,000 0 24,000,000 0 

     単位：ギニアフラン  換算レート：1ギニアフラン＝0.05 円 

 
２－１－３ 技術水準 

ワクチン及び機材に対する維持管理は、予防接種のメカニズムやコールドチェーンのシステ

ムに関する十分な知識を持っている中央の予防接種拡大計画担当長によって行われている。さら

に、この担当長により技術者の養成訓練が保健センター及び保健ポストに対しても継続実施され

ており、さらに 5年ごとの再教育プログラムも行われている。また、注射器の焼却、安全性に関

予防接種拡大担当長 
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免 疫統計
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モニター／

評価委員

 
地域共有化

委員

 
構監督 機

委員

PEV／SSP／ME 
予防接種拡大計画/一次保健医療/基礎医薬品部
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する指導も同じワークショップで行われている。その結果、予防接種技術者が全国の保健センタ

ー及び保健ポストに確保されており、本プロジェクトで調達される予定のワクチン及び機材取り

扱いに関する人材の問題はない。 

 

２－１－４ 既存の施設・機材 

 「ギ」国のコールドチェーンシステムの概要と既存施設及び機材の現状は以下のとおりであ

る。 

（１）コールドチェーンシステムの概要 

｢ギ｣国に輸入されたワクチンは首都コナクリ市内にある中央倉庫に搬入され、中央倉庫にある

冷凍室・冷蔵室（各 3基）に保管される。その後、PEV の配布計画に基づき 4半期に 1度、全国

に 8 ヶ所ある州保健監督局のうちワクチンの保管と管理を担当している 4 ヶ所の州保健監督局

（ラベ、ファラナー、カンカン、ゼレコレ）へ輸送され、同局内の冷蔵庫で保管される。これら

保健監督局により管理されている施設が県保健局（全国に 38 ヶ所）である。県保健局はその配

下にあり予防接種を実施する場所である保健センター（全国に 394 ヶ所）及び保健ポスト（全国

に 524 ヶ所）を管理している。ワクチンの在庫管理についてはワクチンが不足してくると保健セ

ンターや保健ポストのワクチン担当員が県保健局に対して発注を行い、その後この担当者が県保

健局に受け取りに行くという方法をとっている。｢ギ｣国コールドチェーンシステムのフロー図を

図-3 に示す。   
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図-3 ｢ギ｣国コールドチェーンシステムのフロー図 

 

 

 

 

コナクリ中央倉庫 

ラベ州 

保健監督局倉庫 

保健ｾﾝﾀｰ 

保健ポスト 

県保健局倉庫 

ゼレコレ州 

保健監督局倉庫

県保健局倉庫 県保健局倉庫 

保健ｾﾝﾀｰ

保健ｾﾝﾀｰ 保健ｾﾝﾀｰ

保健ポスト

保健ポスト 

ファラナー州 

保健監督局倉庫 

保健ｾﾝﾀｰ 

保健ポスト 

県保健局倉庫

カンカン州 

保健監督局倉庫

県保健局倉庫

保健ｾﾝﾀｰ

保健ポスト



- 10 - 

（２） 注射器及びセーフティボックス 

  平成 12 年の案件でキンディア州を対象に AD 注射器を調達したが、ユニセフ等他ドナー等

の支援もあり、AD 注射器は 2001 年頃から全国レベルで採用されすでに定着している。それに

伴ってセーフティボックスも使われている。 

 

（３） コールドチェーン機材 

１）プレハブ式ウォークイン冷凍室／冷蔵室及び自家発電装置 

  平成 12 年に我が国の援助で、プレハブ式ウォークイン冷凍室／冷蔵室各 1 台と自家発電装

置 1 台が、コナクリ中央倉庫内に設置された。冷凍室のコンプレッサーが故障中であったが、

すでに故障箇所の部品調達の目途は立っており､他の冷凍室と複数の小型冷蔵・冷凍庫やアイ

スパック冷凍庫で故障による保管容量の不足を緊急避難的に補っている。 

 

 ２）電気式冷蔵・冷蔵庫／アイスパック冷凍庫 

   平成 12 年に我が国の援助で、それぞれ 43 台ずつ調達され、電気式冷蔵・冷凍庫は 21 ヶ所

の県保健局ワク 

チン倉庫へ、アイスパック冷凍庫は 31 ヶ所に配備されている。残りの 22 台と 12 台はコナク

リ中央倉庫で冷凍・冷蔵室の補助として使用されている。 

  

 ３）ケロシン式冷蔵庫 

  平成 12 年に我が国の援助で 215 台が調達され、全国の保健センターに設置されている。他

方、1988 年以降、ユニセフの援助により 200 台以上のケロシン式冷蔵庫が各保健センターに

設置されたが、そのうちの旧モデルの 55 台については、既に耐用年数を超え、バーナ部分の

交換パーツ（替え芯など）も製造中止となっている。 も交換頻度の高いバーナ部のパーツ

は、約 5年分が確保できているので、当面問題はない。 

 

４）コールドボックス（大・小）／ワクチンキャリア 

   平成 12 年に我が国の援助で、大型コールドボックス（20.7 ㍑）が 250 個調達され、中央倉

庫及び県保健局に配置されている。ワクチンキャリアは 500 個（2.6 ㍑）が、保健センター及

び保健ポストに配置されている。これらのインベントリーリストを求めたが、他ドナーのもの

との混用や、数量、配置先の不正確さが見受けられ、正確なインベントリー結果は得られなか

った。 
  

（４） 車両関係 

 １）サーベイランス用／トラック 

PEV が管理する車両のインベントリーを表-10 に示す。   
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表-10  車両インベントリー（中央レベル） 

車種 台数 状態 

トヨタ トラック 1 不良 

メルセデス トラック 2 不良 

トヨタ ピックアップ 3 1 台：良、2台：状態悪し 

日産 ピックアップ  1 良 

スズキ ジープ 3 状態悪し 

日野 トラック 1 良 

 

平成 12 年案件で調達された 1 台のトラックは、PEV の中央倉庫から地方の保健局にワクチ

ンをほぼフル稼働で配送している。他に既存のトラックが 3台あるが、これらは 1988 年にユ

ニセフから供与された車で、いずれも状態は悪く、緊急時などどうしても必要な時の為の補

助用に置かれている。ピックアップやジープは地方での活動やモニタリングなど日常業務に

使われている。全国の県保健監督局にあるピックアップなどの車両については、地方の管理

化に置かれているので､PEV では稼動状況などの把握は出来ていない。 

 

 ２）オートバイ 

   UNICEF から供与されたオートバイが全国の県保健局には各 1 台ずつ配備されている。これ

らも PEV の管轄 

外である。 

    

２－２ プロジェクトサイト及び周辺の状況 

 

２－２－１ 関連インフラの整備状況 

  

（１） 道路事情 

首都コナクリ市内の道路はおおむね舗装されている。コナクリからコヤ、キンディア、マム

ーを経由しダラバやラベに通ずる国道は約 450km の区間に渡り舗装されている。また、マムーか

らファラナー、キシドウグゥを経由してカンカンまでの国道は約 380km あるが、マムーからファ

ラナー区間のみ約 190km が舗装されている。また、キシドウグゥを経由してゼレコレまでの国道

は約 310km に渡り未舗装である。他の地域では市内の舗装もされておらず、また市内から郊外へ

の道は山岳地区が多く、河川の入りくんだ地形も多い等の要因から整備が捗らない。雨季には降

雨による道路の破損も激しい。地方都市への運送には大部分車を利用しており、また、経済発展

促進の観点から道路網の整備と道路補修が必須である。 

 

（２） 海上運送事情 

｢ギ｣国の西岸は約 300km に渡り海岸に面している。主たる港はコナクリ港で近代的な設備を

有し、海運会社数社が西アフリカ沿岸地域を経由し世界各地との交易を行っている。その他、カ
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ムサール、ボケ、ボファ、ドゥブレカなどの港も西岸に面しており国内運送の補助的な役割を果

たしている。 

 

（３） 航空運送事情 

地形要因や道路整備状況から、遠隔地に対しては航空輸送が重要な手段であるが、他の交通

機関に比べ運賃が高いため一般的でない。現在、3つの航空会社が首都のコナクリと地方主要都

市であるカンカン、シグイリ、ボケ、ラベ、キシドウグゥ、ゼレコレ間を週 1～3 便就航してい

る。 

 

（４） 鉄道事情 

同国の鉄道はコナクリ～フィリア間、コナクリ～キンディア間、及びカムサル～サンガレデ

ィ間に敷設されているが、鉱山資源（ボーキサイト）の輸送のみに使用されている。 

 

（５） 電力事情 

同国の総発電量は 7.906 億 kWh（日本の約 14 万分の 1 に当たる。World Factbook-CIA、200

１年比較）。内訳は水力が 54.5％、火力が約 45.5％となっている。豊富な河川を利用する水力発

電増強計画はあるが実現に至っていない。現時点では需要増加に伴う大きな電力不足問題は起き

ていないが、コナクリ市内においては 1日に 1～2 回、30 分程度の停電がある。 

電力供給は県保健局レベルまでで、そこでは冷蔵・冷凍庫及びアイスパック冷蔵庫が設置され

ているが、停電、瞬断、極端な電圧変動が頻繁に起るので、常時温度管理に注意が必要である。

保健センター、ポストの大半では電力供給はないのでケロシン式冷蔵庫が設置されている。 

 

２－２－２ 自然条件 

 

｢ギ｣国は西アフリカに位置し、沿岸地方は 300km に渡り大西洋に接している。北西はギニアビ

サオ、北はセネガル、北東はマリ、東はコートジボアール、南はリベリアとシエラレオーネに隣

接している。 面積は 245,857  km２（日本の約 3/4 に相当）で、人口は約 836 万人（2002 年

推定）である。自然環境は、4つの地方（低地沿岸ギニア・中部ギニア・高地ギニア・森林ギニ

ア）に大別される。低地ギニアはフタ山系の西側斜面から流れる多数の河川が広大な平原の沿岸

地方に注いでおり、農業に適している。地下にはボーキサイトの鉱脈がある。この地域は国土面

積の 18％を占める。中部ギニア地方の山地はニジェール川、セネガル川、ガンビア川など多く

の河川の水源をなしており、西アフリカの給水塔だと言えるが、農業水利整備が難しく農業開発

が も遅れた地域となっている。国土面積の 20％を占める。高地ギニアは広大な河川原に恵ま

れ、段丘は水田稲作に適している。また河川漁業地域であり、牧畜にも適している。金やダイヤ

モンドの採掘も行われている。国土面積の 40％を占める。森林ギニアの名は、今は破壊された

が、かつてこの地域を覆っていた熱帯雨林に由来する。作物栽培（コーヒー豆､茶、カカオ豆､
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油やし、パラゴムノキ）の地で、国土の 22％を占める。 

 気候は、高温多湿な熱帯性気候の沿岸部と、やや低い気温で乾燥した内陸性気候に大別される。

1～4月が乾季、6～9月が雨期で雨量は多い。表-11 に首都コナクリの気候を示す。 

表-11 コナクリの気候 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均/計

平均気

温 

（℃） 

26.6 26.8 26.7 27.8 27.3 25.9 24.8 24.7 25.5 25.9 26.7 26.8 26.3℃ 

降水量 

（mm） 1 2 6 19 159 553 1,327 1,105 713 334 119 13 4,351mm

湿度 

（％） 74 71 70 70 78 85 89 91 88 84 83 74 79.8％

 出典： 新世界各国要覧 9 訂版、理科年表 1999 

 

２－２－３ その他 

 
本計画によって調達されるワクチンおよびコールドチェーン機材による環境への影響はない。 
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第３章 プロジェクトの内容 

 

３－１ プロジェクトの概要 

  本プロジェクトは、「ギ」国が掲げている①感染症の予防（１歳未満児と妊婦に対する予防接

種率を高め、予防可能な疾病への感染を防ぐ）、②予防接種体制の強化（対象地区の冷蔵・冷凍

機材の改善を行い、予防接種体制を強化し｢ギ｣国の予防接種を効果的に実施する）等の目標を達

成するため、我が国の無償資金協力により予防接種拡大計画で必要なワクチンの調達、それら接

種に関連する注射器の調達、コールドチェーン機材の調達、ワクチンの輸送及びサーベイランス

用車両等を調達することにより「ギ」国における保健指標の改善と地域住民の健康増進に寄与す

るものである。 

 

３－２ 協力対象事業の基本設計 

 
３－２－１ 設計方針 
（１）基本方針 

１) 調達品目 

ア） ワクチン・注射器・セーフティボックス 

ワクチン・注射器はルーチン予防接種で常時消費されるため、定期的調達が必要であ

る。ユニセフの断続的支援、自助努力もなされているが、財政難は深刻で、配分された

国家予算が支出できないこともあるのが現状である。本件無償資金協力案件が実施され

れば、予防接種活動の投入資機材としては、目標予防接種率（BCG、麻疹：90％、DTP・
ポリオ・破傷風：80％）に基づく少なくとも 1 年間（2006 年）分の基礎は確保でき、｢ギ｣

国の予防接種活動の維持・向上に寄与できる。使用済み注射器の安全な廃棄のために必

要不可欠なセーフティボックスも含めることとする。なお、黄熱病ワクチンは、GAVI 

（Global Alliance for Vaccines and Immunization）が 2002 年～2006 年の 5年間供給

することが確認できたので本無償資金協力事業には含めない。 

 

イ）コールドチェーン機材 

① ケロシン冷蔵庫 

1988 年以降ユニセフの援助により全国の多数の保健センターに設置されたが、既に耐

用年数を超え、バーナ部分の交換パーツ（替え芯など）が製造中止により確保出来ない

ため修理ができず、その為、これらの機材の更新分及び予備として 68 台が要請された。

しかしながら、スペアパーツ（替え芯）が約 5年分あることが判明したので今回の要請

から外した。 
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② 冷蔵・冷凍庫 29 台、アイスパック冷凍庫 26 台 

平成 12 年案件の計画では、管轄の保健センター(以下 CS という)へのワクチン供給を

容易にする目的で、州および県保健局（DRS/DPS）に電気式冷蔵・冷凍庫とアイスパッ

ク冷凍庫を各 1 台づつと、コナクリ州の 4 県には各 2 台づつの計 8 州 38 県に合計 43 台

の配備が予定された。しかしながら、引渡し時点で PEV が実情に沿って見直した結果、

中央倉庫のワクチン保存冷蔵・冷凍室の保管容量の増強や故障等の非常用として、中央

倉庫に電気式冷蔵・冷凍庫 22 台、アイスパック冷凍庫 12 台を配備した。そして、残り

の 21 台と 31 台を優先度の高い DPS へ設置した。その結果は表-12 のインベントリーに

示すとおりである。利便性の点では、すべての DPS にこれらの機材が配備されることが

望ましく、配備されていない DPS の電源事情が追加提出された資料で確認できたので、

冷凍冷蔵庫 29 台、アイスパックフリーザー26 台の調達を計画する。これにより、すべ

ての DPS でワクチン保管が容易になり、管轄の CS のワクチン供給がより容易になる。

平成 12 年度案件で調達された当該機材の配備先(既存数)、今回配布予定先（要請数）、

電源事情を表-12 インベントリーに示す。 
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表-12 冷蔵・冷凍庫、アイスパック冷凍庫インベントリー 

既存数 要請数 既存数 要請数

ファラナー県 1 1 公共電源

ダボラ県 1 2 同　　上

ヂングイラエ県 1 1 同　　上

キシデゥグー県 1 1 同　　上

ファラナー州 1 2 公共電源＋発電機

フ ァ ラ ナ ー 州  小 計 3 2 5 2

カンカン県 1 1 発電機

コロウサ県 1 1 同　上

コロアネ県 1 1 同　上

マンディアナ県 1 1 同　上

シグイリ県 1 1 同　上

カンカン州 2 3 公共電源＋発電機

カ ンカ ン州  小 計 5 2 6 2

ラベ県 1 1 公共電源

コウビア県 1 1 公共電源＋発電機

トウグイ県 1 1 同　　上

レロウマ県 1 1 同　　上

マリ県 1 1 同　　上

ラベ州 1 2 同　　上

ラ ベ 州  小 計 1 5 2 5

デイクシム県 1 1 公共電源

コロム県 1 1 同　　上

マタム県 1 1 同　　上

マトト県 1 1 同　　上

ラトマ県 1 1 同　　上

コナクリ州 1 1 公共電源＋発電機

コ ナ ク リ 州  小 計 1 5 1 5

ボケ県 1 1 公共電源

ボファ県 1 1 同　　上

フリア県 1 1 同　　上

コウンダラ県 1 1 公共電源＋発電機

ガオウラ県 1 1 同　　上

ボケ州 2 2 同　　上

ボケ 州  小 計 3 4 3 4

コヤ県 1 1 公共電源

ドゥレケ県 1 1 同　　上

フォーレカリアー県 1 1 同　　上

テリィメレ県 1 1 公共電源＋発電機

キンディア県 1 1 同　　上

キンディア州 1 1 同　　上

キ ンデ ィ ア 州  小 計 1 5 3 3

マムー県 1 1 公共電源

ダラバ県 1 1 同　　上

ピタ県 1 1 同　　上

マムー州 1 2 同　　上

マ ム ー 州  小 計 3 1 3 2

グエクアドウ県 1 1 公共電源＋発電機

ロラ県 1 1 同　　上

ベイラ県 1 1 同　　上

マセンタ県 1 2 同　　上

ゼレコレ県 1 2 同　　上

ヨモウ県 1 1 同　　上

ゼレコレ州 3 3 同　　上

ゼ レ コ レ 州  小 計 4 5 8 3

中央倉庫 22 12 公共電源＋発電機

合計 43 2 9 43 2 6

電気式冷凍・冷蔵庫

TCW 1152

アイスパック冷凍庫

TFW 800 電源事情州・県保健局名

 

 

③ コールドボックス（大、小）、ワクチンキャリア各 186 個 

コールドボックスについては、DRS と DPS への配置計画のリストと CS まで含めた配

置が必要だとする PEV の説明に食い違いがあり、合理的な説明はなされなかった。ワク

チンキャリアについては、DPS に配備する前提で要請があったが、これは一般的に CS で

使われる機材であり、DPS に配備する必要性は低い。いずれの機材についても必要性に関

する現状把握および、配布計画も具体性に欠ける為、本無償資金協力事業には含めない。 

ウ） 車両（トラック、モニタリング用ピックアップ） 
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      PEV が管理する車両のインベントリーを表-13  に示す。   

表-13  車両インベントリー（中央レベル） 

車種 台数 状態 

トヨタ トラック 1 不良 

メルセデス トラック 2 不良 

トヨタ ピックアップ 3 1 台：良、2台：状態悪し 

日産 ピックアップ  1 良 

スズキ ジープ  3 状態悪し 

日野 トラック 1 良 

 

 平成 12 年調達以外の 3台は不良状態であり、緊急時のみに使っている。ピックアップ

やジープは地方でのワクチン配布や機材の配送、モニタリングなど日常業務に使われて

いる。平成12年に調達したワクチンを州保健局ないしは県保健局に搬送するトラック（日

野）とモニタリング用ピックアップ（トヨタ）の運行状況を表-14 に示す。このトラック

の稼動日数にはまだ余裕があるものの、運行記録からは、ほぼ占有的に使われている。

平成 12 年のピックアップの運行記録によれば、ほぼフル稼働に近い状態で PEV の活動に

使われている。これらの車両は一旦故障すれば、配送や業務に即支障をきたすことにな

るので、更にそれぞれ一台ずつ調達することで、現有車両の過重な負荷の軽減につなが

り全体の有効活用に資する。 

表-14 車両運行状況 

 期間 走行距離 

km 

総日数 

日 

月平均稼

動日数 

月平均走行距

離 

km 

トラック   

（日野） 

2002/05/14 

～ 

2004/08/16 

126,674 826 10 4,692 

ピックアップ  

（ﾄﾖﾀﾊｲﾗｯｸｽ）

2002/01/12 

～ 

2004/09/14 

160,914 977 24 5,028 

 

エ）バイク、自転車   

要請では、いずれも地方への配布であり、中央（PEV）で管理するのは困難であると判

断される。また、配布 3 年後には個人の所有となる制度をとっている現地事情に鑑み、

本無償資金協力事業には含めない。 

 

オ）コンピュータ（デスクトップ型） 

現在、PEVでは個人所有のコンピュータ（ラップトップ）で保健センターの予防接種デ

ータなどを集計している。PEVは、予防接種に関するデータの蓄積・解析に1台と、経理

業務に1台必要としている。現状では、機材インベントリーが日常的に把握されておらず、

データも蓄積されていない。また、在庫および使用記録の管理に関するノウハウも持ち

合わせていない。例えば、調査団へ提出するためのインベントリーをその都度県保健局
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に問合せ確認し手計算により紙上で集計している為、配布計画と実態とで配布先や管理

数量の整合性がとれていない等の支障が生じている。また、PEVの活動を後方支援する

経理部門においても同様に手作業に頼っているのが現状である。このため、機材インベ

ントリー、ワクチン在庫管理、予防接種記録の整理・蓄積と経理業務用に各１台のコン

ピュータを調達し、PEVの活動の改善を図る。また、機材の引渡ししに合わせて、PEVが

所有する機材のインベントリー管理や予防接種データの集計処理などの指導をコンサル

タントが行うことで、本無償資金協力事業で調達するコンピュータの有効利用を促進す

る。 

 

２) 調達数量 
必要数量および算出根拠は以下のとおりである。 
 
① ワクチン 

 

① 必要ドーズ数＝対象人口×接種回数×予防接種カバー率×廃棄率係数×予備率係数 

② 必要バイアル数＝必要ドーズ数（①）÷1バイアル当りのドーズ数 

 

接種回数    ：BCG、麻疹 各 1回、DTP：3 回、破傷風：2回、ポリオ：4回  

予防接種カバー率：対象人口中、実際に予防接種を実施することが出来ると見込まれる割合の

こと。 

         BCG、麻疹 (90%)、ポリオ、DTP、破傷風（80％） 

廃棄率     ：複数回分の接種量が封入されたマルチドーズバイアルワクチンの場合、一

旦開封したワクチンは、予防接種活動期間終了後または開封後 6時間のい

ずれか早い時間内に使い切れなかった場合、残りの廃棄しなければならな

い。註） この場合のワクチン封入量に対する廃棄量をいう。10 ドース入り

のワクチンで 7回接種し、残り 3回分が開封後の期限切れとなった場合、

廃棄率は 30％となる。 

ギニア国での廃棄率は、BCG が 50％、麻疹、DTP、破傷風、ポリオは各 25％

とされている。 

廃棄率係数   ：100／（100－廃棄率） 

予備率     ：運送途中の破損や、保管・接種時などにあやまって使用出来なくなること

を見込んだ率（20％）。 

予備率係数   ：100／（100－予備率） 

                                                  
註） WHO はこの政策を“Open Vial Policy”として 1995 年に制定した。2000 年に“Multi Dose Vial Policy”としてこ

れを改定し、OPV、DTP、TT、DT、B 型肝炎および液状製剤の Hib については、コールドチェーンで適切に保管するなど

一定の条件を満たせば 大 4週間まで継続使用を可能とした。ただし、BCG、麻疹、黄熱病など凍結乾燥（粉末状）ワク

チンについては従来どおりである。 
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ワクチン

種別 

対象者

数（人） 

カバ

ー率 

(%) 

接

種 

回

数 

廃棄

率 

(%)

廃棄係

数 

予備

率 

(%)

予備係

数 

必要ドー

ズ数 

バイ

アル

サイ

ズ 

バイアル

数 

BCG 395,566 90 1 50 2.00 20 1.25 890,024 20 44,600

麻疹 395,566 90 1 25 1.33 20 1.25 591,866 10 59,200

経口ﾎﾟﾘｵ 395,566 80 4 25 1.33 20 1.25 2,104,412 10 210,500

DTP 三種混

合 
395,566 80 3 25 1.33 20 1.25 1,578,309 10 157,900

破傷風ﾄｷｿ

ｲﾄﾞ 
445,012 80 2 25 1.33 20 1.25 1,183,732 10 118,400

註）対象者数は 1999 年の国勢調査結果に基づく 2006 年推計値（出展：保健省の回答書） 
 
② 注射器 

注射器種別 使用回数 予備係数
ストック

率 
必要本数 

AD 注射器 0.05ml 890,024   1,235,000 

AD 注射器 0.5ml 3,353,907 4,653,000 註）

ディスポ注射器 5ml 59,200     82,200 

ディスポ注射器 2ml 44,600

1.11 1.25 

    61,900 

       * AD 注射器の使用回数は上記ワクチンの必要ドーズ数。 
ディスポ注射器の使用回数は前記ワクチンのバイアル数に基づく。 

 
③ セーフティボックス 

セーフティボックスの総必要数は、5 リットルタイプの場合、以下の式により求め

られる。除数 100 は、セーフティボックス 5リットルあたり約 100 本の注射器の収容

が可能であることによる。梱包が 25 個単位となっているため、下記により求めた数

量を 25 個単位で切り上げて調達数量とした。 

セーフティボックスの必要数＝AD 注射器（2 種類）とディスポ注射器（2 種類）の合計÷

100 

 

３－２－２ 基本計画（機材計画） 

機材の内容及び規模は表-15 のとおりである。 

                                                  
註） AD 注射器（0.5ml）の数量に関し、ミニッツでは 4,633,600 本と記載されているが、これはミニッツ作成時の単純な

誤記である。ワクチンの数量に見合った所定の算出方法による正しい数量は、上記のとおり 4,653,600 本である。 



- 20 - 

表-15 調達機材一覧 

 
３－２－３ 調達計画 

 
３－２－３－１ 調達方針 

（１）機材の調達計画 
(ア) ワクチン（機材番号 1～5） 

ワクチンの品質確保については、WHO によって定められた諸基準を満たすことを調達

の条件とし、調達先は WHO による事前認証資格を保有するメーカーとする。製造は案

件実施に合わせて行うこととし、引渡し時点で有効期間の 70%が確保されているものと

する。包装は原則として 1 バイアルあたり 10 ドース入り（BCG は 20 ドース）とする。

｢ギ｣国ではワクチンは生産されていない。また、日本では WHO の事前認証資格をもつ

メーカーは BCG を製造している日本 BCG 製造のみで、その他は基本的に国内向けであ

り、輸出には対応していない。このため BCG 以外のワクチンの調達先は欧州やインドネ

シア、インドなど第三国が有力である。なお、ワクチンは納期の遅れの発生等も予想され

るため、業者契約後も生産状況を常時監視し、不測の事態には速やかな措置を講じるもの

とする。 

No. 機材名 仕様 目的 数量 単位

1 BCG ﾜｸﾁﾝ 20 ﾄﾞｰｽﾞ/ｱﾝﾌﾟﾙ 結核の予防 44,600 ｱﾝﾌﾟﾙ

2 麻疹ﾜｸﾁﾝ 10 ﾄﾞｰｽﾞ/ﾊﾞｲｱﾙ 麻疹の予防 59,200 ﾊﾞｲｱﾙ

3 経口ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ  (OPV) 10 ﾄﾞｰｽﾞ/ﾊﾞｲｱﾙ ﾎﾟﾘｵの予防 210,500 ﾊﾞｲｱﾙ

4 DTP 三種混合ﾜｸﾁﾝ 10 ﾄﾞｰｽﾞ/ﾊﾞｲｱﾙ ｼﾞﾌﾃﾘｱ/破傷風/百日咳の予防 157,900 ﾊﾞｲｱﾙ

5 破傷風ﾜｸﾁﾝ 10 ﾄﾞｰｽﾞ/ﾊﾞｲｱﾙ 
妊娠可能女性に対する新生児破

傷風の予防 
118,400 ﾊﾞｲｱﾙ

6 AD 注射器       (BCG 用）0.05ml BCG ﾜｸﾁﾝ接種用 1,235,000 本

7 AD 注射器    (BCG 以外用）0.5ml 麻疹/DTP/破傷風ﾜｸﾁﾝ接種用 4,653,600 本

8 溶解用注射器     （麻疹用）5ml 麻疹ﾜｸﾁﾝ溶解用 82,200 本 

9 溶解用注射器   （BCG 用）2ml BCG ﾜｸﾁﾝ溶解用 61,900 本

10 ｾｰﾌﾃｨﾎﾞｯｸｽ 注射器 100 本程度収納
使用済みｵｰﾄﾃﾞｨｽｴｲﾌﾞﾙ注射器を

回収し焼却処理までの保管用 
60,350 個

11 電気式冷蔵・冷凍庫 圧縮式 190Ｌ以上 ﾜｸﾁﾝ保管・ｱｲｽﾊﾟｯｸ冷凍用 29 台

12 ｱｲｽﾊﾟｯｸ冷凍庫 圧縮式 200L 以上 ｱｲｽﾊﾟｯｸ冷凍用 26 台

13 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ ４輪駆動 

予防接種拡大計画に関するﾓﾆﾀﾘ

ﾝｸﾞ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、機材維持管理の

実施 

1 台

14 ｶｰｺﾞﾄﾗｯｸ 6ｔｸﾗｽ ﾜｸﾁﾝやｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ機材の運送 1 台

15 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、UPS
予防接種活動データの蓄積・解

析/経理業務用 
2 台
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(イ) オートディスエイブル注射器（機材番号 6, 7） 

WHO の品質基準に合格した製品とする。欧州で複数のメーカーが生産している。日本

及びギニアでは生産していない。 
 

(ウ) ディスポーザブル注射器（機材番号 8, 9） 
ISO9000 シリーズの認証を受けたメーカーを調達対象とし、その品質を確保する。日

本で複数のメーカーが製造しており日本からの調達が可能であるが、世界的規模を誇る大

手の第三国メーカーも対象としより競争性を高める。 
 

(エ) セーフティボックス（機材番号 10） 
WHO の品質基準に合格した製品とする。日本及びギニアでは同等を生産していないた

め、ノルウェイ、スウェーデン、フィンランド等第三国からの調達となる。 
 

(オ) コールドチェーン機材（機材番号 11, 12） 
WHO の品質基準に合格した製品とする。欧州で複数のメーカーが生産している。前述

のとおり現有機材と同モデルとすることが望ましい。 
 

(カ) 車両（機材番号 13, 14） 
• モニタリング用車両（４ＷＤピックアップトラック）（機材番号 13） 
｢ギ｣国では、南アフリカで組立てられた車両が流通しているが、販売代理店によると、

サイドステップなどユーザーオプションには対応できない。このため、本邦調達を想定す

る。ただし、メーカーによってはタイで生産しているところもあり、この場合には第三国

調達となる。本邦メーカーは、｢ギ｣国においては現地代理店がないためアフターセールス

サービスには対応できない。他方、｢ギ｣国保健省 PEV では車両を含む機材の維持管理を

ワークショップで直接行っているので、アフターセールスサービスの条件は不要とする。

ただし、維持管理に必要なマニュアル類は仏語版を供給することとする。 
• カーゴトラック（積載重量 6～8t）（機材番号 14） 
現地の販売代理店からは見積は入手できなかったため、本邦調達を想定する。ピックア

ップトラックと同様、アフターセールスサービスの条件は不要とするが、維持管理に必要

なマニュアル類は仏語版を供給することとする。 
 

(キ) コンピュータ（機材番号 15） 
PEV の事務所内で使用するためのコンピュータであるので、デスクトップ型とする。

ＯＳ、ソフトウェアやキーボードは仏語版が必要なため、本邦は調達できないので、現地

調達とする。 
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以上を取りまとめて表-16 に示す。 

表-16  調達機材の調達先と選定理由 

調 達 先 
No. 資機材名 

現地 日 本 第三国
選定理由 

1 

BCGワクチン  

○ ○ 

WHO の事前承認を受けているメーカ

ーの製品とするが、日本では 1社の

みで製造されているため。 

2 麻疹ワクチン   ○ 

3 経口ポリオワクチン   ○ 

4 DTP三種混合ワクチン   ○ 

5 破傷風ワクチン   ○ 

WHO の事前承認を受けているメ－カ

ーが日本にないため。 

 

6 AD注射器 （BCG用）（0.05ml）   ○ 

7 AD注射器 （BCG以外用）（0.5ml）   ○ 

WHO の基準に合致するものとする

が、日本では製造されていないた

め。 

8 溶解用注射器 (麻疹用)  ○ ○ 

9 溶解用注射器 （BCG用）  ○ ○ 

ISO 等国際基準で品質を規定された

ものとし、日本でも製造されている

ため。 

10 
セーフティボックス  

 ○ 
WHO の基準に合致するものとする

が、日本で製造されていないため。

11 電気式冷蔵・冷凍庫   ○ 

12 アイスパック冷凍庫   ○ 

WHOの基準に合致するものとする

が、日本で製造されていないため。

13 ピックアップトラック  ○  

14 カーゴトラック  ○  

日本製が2社以上あり､維持管理体

制も整っているため。 

15 コンピュータ 

○   

OS、ソフトウェアー、キーボードは

仏語版が必要な為､本邦調達ができ

ないので現地調達となる。 

 

３－２－３－２ 調達上の留意事項 
   温度管理の必要なワクチンの輸送に際しては、適切な包装と迅速な輸送に努め、出荷前検

査や引渡し前検査も速やかに行うなどワクチンの品質に影響を与えないように留意する必

要がある。 
 

 ３－２－３－３ 調達・据付区分 

 「ギ」国とわが国の調達・施工区分を表-17 に示す。本プロジェクトでは据付工事は発生しな

い。 

                     表-17 施工区分 

区分 内容 

日本 機材の調達 

引渡し地（コナクリ空港またはコナクリ港）までの資機材輸送 

「ギ」国 引渡し地（コナクリ空港またはコナクリ港）から対象施設への資機

材配布 
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３－２－３－４ 調達監理計画 
 
（１）検査検収等実施計画 

  １）出荷前検査 
 本件で調達する機材においては、現地調達が想定されるコンピュータを除き、すべて

下記により「第三者検査機関による船積み前機材照合検査」を実施する。 
第三者検査機関による船積み前機材照合検査計画 

 
他方、ワクチンは生物製剤であり直接人体に接種される製品であるので、出荷前には

他の機材に増して慎重な検査が必要である。この出荷前検査においては第三者検査機関

が行う契約上の製品であることの確認や員数検査にとどまらず、バイアルサイズ、添付

文書やラベルの表示言語、管理当局の発行するワクチン出荷許可証明書、モニターカー

ド、梱包形態等の適否の確認が必要である。このため、ワクチンの場合は出荷前にコン

サルタントによる立会検査を実施することとする。 
ただし、本件で調達予定の５種類のワクチンは下記のとおり 3 社から出荷されるもの

と想定されており、すべてのメーカーにおいて立会検査を実施するには経費が嵩む。こ

のため、本邦調達が想定される BCG と第三国メーカーのうち納期が 短インドネシア

（OPV と DTP）を対象に出荷前に立会検査を行う。 
 

No. 機材名 検査予定地 内　容
検査対象母
数（梱包数）

検査回数 検査時期

1 ＢＣＧワクチン 日本 44,600 ｱﾝﾌﾟﾙ ワクチン及び溶解液 9個×2種

2 麻疹ワクチン インド 59,200 ﾊﾞｲｱﾙ 同　上 67個×2種

3 経口ポリオワクチン インドネシア 210,500 ﾊﾞｲｱﾙ ワクチン及びドロッパ- 160個×2種

4 ＤＴＰ三種混合ワクチン インドネシア 157,900 ﾊﾞｲｱﾙ ワクチン 177個

5 破傷風ワクチン インド 118,400 ﾊﾞｲｱﾙ ワクチン 132個

6 ＡＤ注射器　0.05ml スペイン 1,235,000 本 注射器一式 1,544個

7 ＡＤ注射器　0.5ml スペイン 4,653,600 本 同　上 1,939個

8 ディスポーザブル注射器 5ml スペイン 82,200 本 同　上 69個

9 ディスポーザブル注射器 2 m スペイン 61,900 本 同　上 35個

10 セーフティーボックス スウェーデン 60,350 個 セーフティーボックス 123個

11 電気式冷凍冷蔵庫 ハンガリー 29 台 冷蔵庫一式 29台

11-1 AVR（item 11、12の付属品） 英国 55 台 AVR一式 55台

12 アイスパック冷凍庫 ルクセンブルグ 26 台 冷蔵庫一式 26台

13 ピックアップトラック（４WD) 日本 1 台 車両一式 1台

14 カーゴトラック（6～8t） 日本 1 台 車両一式 1台

2005年
12月頃

計画数量

各 1 回

各 1 回

計 1 回
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ワクチンの出荷時期 
ワクチン種別 想定メーカー 積荷国 納期（発注後） 
ＢＣＧ 日本 BCG 日 本 4  週間 
麻疹 Serum I India インド 2005 年 12 月頃 
ＯＰＶ BioFarma インドネシア 4～8 週間 
ＤＴＰ BioFarma インドネシア 4～8 週間 
破傷風 Serum I India インド 2005 年 12 月頃 

 
 さらに、ワクチンの初回出荷に合わせ、現地で立会検収を行う。これは輸送途中の温

度管理の確認、施主側の荷受体制の確認を目的とする。 
 

２）現地検収 
 全機材が納入された段階では、各機材の数量（スペアパーツを含む）、仕様、保険求償

の要否等の確認を目的に、現地での立会検査を｢ギ｣国側担当者とともに実施する。 

 
（２）調達業者の調達管理計画 

調達業者の｢ギ｣国内における調達資機材の検収・仕分け、引渡し等の総合調整等が必要と

なるため、引渡し時期にあわせ現地調達管理者1名を日本から派遣する。また、初回のワク

チン出荷には調達監理者が立会検査を計画しているので、調達業者もこれに立会うこととす

る。 
 
３－２－３－５ 資機材等調達計画 

 
（１） 輸送計画 

ワクチンは 2～8℃ないし-20℃（経口ポリオワクチン）で温度管理された迅速な輸送が必

要であるため、調達国からコナクリ国際空港まで空輸しここで保健省に引渡す。コナクリ市

内の保健省中央医薬品倉庫までの輸送は、保健省は年間契約している輸送業者によって行わ

れる。その他の機材に関しては、輸送中の温度に特に留意する必要はないため、コナクリ港

まで海上輸送し、荷揚後、保健省に引渡される。ワクチンの場合と同じ輸送業者によってコ

ナクリ市内の保健省中央医薬品倉庫まで輸送される。コナクリ港までの海上輸送ルートは特

に設定しない。 
 

（２）運用指導実施計画 
 全機材の納入時に現地検収を行うが、これに引き続き、「ギ」国実施機関が所有する機

材のインベントリー管理や予防接種結果の集計を目的としたソフトウェアーをコンサル

タントが作成・提供し、本無償資金協力事業で調達するコンピュータの有効利用を促進

させる。 
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 ３－２－３－６ 実施工程 

（1）予算年度区分：単年度（平成 1６年度） 

（2）工程表 

全体工期（E/N から引渡しまで）  ： 12.0 ヶ月 

 E/N より業者契約まで   ：  5.0 ヶ月 

 納期（業者契約から引渡しまで）  ：  7.0 ヶ月 

 

表-18  実施工程表 

 

３－３ 相手国側分担事業の概要 

  本プロジェクト実施にあたっての｢ギ｣国側負担事項は以下のとおりである。 

① 調達資機材の適切かつ迅速な通関手続きを行うとともに、経費を負担すること。 

② 調達資機材の保管に必要な倉庫を確保すること。 

③ 調達資機材の保管倉庫から国内 終仕向地への配布を迅速に行い、その経費を負担す

ること。 

④ 本計画実施の銀行取極め（B/A）に基づき発生する、支払い授権書（A/P）通知手数料

等を負担すること。 

⑤ 調達機材の適切な運営・維持管理に必要な予算措置をとり、人員を確保すること。 

通算月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
交換公文調印（E/N) ▼
コンサルタント契約 ▼

計画内容最終確認

入札図書作成

      図書承認

実施設計 ▼　入札公示

（約5ヵ月） 入札業務（公示・質問回答）
全

 入札、入札評価

期 ▼ 業者契約

業者打合せ等

機材製造・調達

調達監理 　　　　出荷前検査・現地検収立会（初回ワクチン）
　　　　出荷前検査（ワクチン）

（約7ヵ月） 機材輸送

　　　　　　検収・引渡し

現地作業 国内作業 第三国作業
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⑥ ワクチン、注射器、セーフティボックスについては、引渡し 1年後に配布状況を日本

国大使館へ報告すること。 

⑦ コールドチェーン機材、車輌、コンピュータについては、引渡し後３ヶ月以内に配布

結果を、また 1年後にワクチン配布結果および稼動状況について日本国大使館へ報告す

ること。 

 
３－４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

 PEV にはコールドチェーン機材の維持管理を担当するメンテナンス部局があり、技術者 1名と

5名の補佐で地方保健局の機材までカバーしており、修理技術面では問題はない。また、本プロ

ジェクトの実施により 2台の車両が調達されるが、PEV 全体の作業量が増える訳ではなく、現有

車両と交互に使用することで、現状の過重な稼動状況の改善が図られる。このため、燃料費等の

維持管理の実質的負担増はなく、数年分の稼動に必要なスペアパーツを供給することで、維持管

理上の問題は生じないと考えられる。 

 

３－５ プロジェクトの概算事業費 

 
３－５－１ 協力対象事業の概算事業費 
 本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、約 2.48 億円と

なり、その経費内訳は、下記(3)に示す積算条件によれば、次のとおり見積もられる。 

（１）日本国側負担経費                        

 

費目 概算事業費（百万円）

機材費   212

 実施設計・調達監理・技術指導        36

 合計 248
注）為替レート  ：円/USD     1USD=107.90 円 

：USD/現地通貨   現地通貨=0.00USD 

：円/現地通貨   現地通貨=0.05 円 

 

なお、この概算事業費は、即、交換公文（E/N）上の供与限度額を示すものではない。 

 

（２）｢ギ｣国側負担経費 

  ｢ギ｣国は前述 3－3の経費および 3－4の運営・維持管理費を負担する。 

 

（３）積算条件    

１）積算時点     ：2004 年 10 月 

２）為替交換レート  ：1US＄（米ドル）＝107.90 円         



- 27 - 

1FG（ギニアフラン）＝0.05 円                           

1EUR（ユーロ）＝136.24 円 

３）施工期間     ：詳細設計、機材調達の期間は表-17 実施工程表に示したとおり。 

４）その他      ：本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、

実施されるものとする。 

 

３－５－２ 運営・維持管理費 

３－４プロジェクトの運営・維持管理計画で述べたように、本プロジェクトの実施により 2

台の車両が調達されるが、PEV 全体の作業量が増える訳ではなく、現有車両と交互に使用するこ

とで、現状の過重な稼動状況の改善が図られる。このため、燃料費等の維持管理の実質的負担増

はなく、数年分の稼動に必要なスペアパーツを供給することで、維持管理上の問題は生じないと

考えられる。また、ケロシン冷蔵庫は新しいモデルに更新されるため、燃費が改善されるので新

たな負担は生じない。ちなみにワンディ県保健センターの場合、2004 年 7 月～12 月の 6ヶ月間

に 256,810 ギニアフラン（円換算で約 2,140 円/月）を消費しているが、診療費や医薬品、母子

手帳の販売などで各センター独自に賄えることを確認した。 

 

３－６ 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

  

本計画の対象品目は、いずれも「ギ」国で継続的に使用されてきた品目である。そのため、本

計画では、これ 

までに調達された製品の仕様が大きくかけ離れることがない様に配慮する必要がある。 
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第４章 プロジェクト妥当性の検証 

 

４－１ プロジェクトの効果 

（１）直接効果 

１）資金協力案件が実施されれば、目標予防接種無償率（BCG、麻疹：90％、DTP・ポリオ・

破傷風：80％）に見合った 1年分の資機材が投入されることになり、PEV の自助努力によ

るアウトリーチやモニタリングが適切になされれば、ワクチン接種対象となる新生児

395,566 人と妊婦 445,012 人（2006 年予測）が適正なワクチン接種の恩恵を被ることと

なる。 

２）現在、冷蔵・冷凍庫、アイスパックフリーザーが県保健局に配備されていない県では、

傘下の保健センターか州保健局が、ワクチンストックに余裕のある 寄りの保健センタ

ーまでワクチンを受け取りに行っている。県保健局にこれらのコールドチェーン機材が

新たに配備されることにより、傘下の保健センターはワクチン受け取りに要する時間と

労力が大幅に短縮・軽減でき、適切な温度管理も容易になるため安定した品質のワクチ

ンが利用可能になる。 

 

３）AD 注射器及びセーフティボックスを引き続き使用することによって安全な予防接種の

実施が可能となる。従来のディスポーザブル注射器は再利用される可能性があるが、AD

注射器を使用することで再使用が不可能となり、二次感染が無くなる。 

 

（２）間接効果 

１）計画によりコールドチェーン体制が維持・拡大され、ワクチンの品質維持と予防接種率

の向上が期待され、乳幼児死亡率の低下など「ギ」国政府の目標達成へ寄与し、ひいては、

医療費の削減につながる。 

２）コンピュータによる在庫管理、予防接種記録の蓄積により、体制が整備され、予防接種

活動がより効率的、効果的に実施されるようになる。 

 

４－２ 課題・提言 

（１）２－１－１組織・人員の項で述べたように、「ギ」国では地方分権化を推し進めており、

地方での予防接種活動は今では州・県保健局主導、自己責任で行われている。地方は定期的に

中央レベルに報告することになっているが、このままでは中央である PEV が、コールドチェー

ン機材のインベントリー管理などを地方末端まで全国レベルで把握することができなくなる

ことが予想される。 機材の修理・維持管理は引き続き PEV が行うことになっているので、全

くの地方任せにすることなく、PEV の維持管理能力の向上と機材状況把握の徹底が望まれる。 

（２）予防接種の効果を維持し罹患率の低減を図るために、ワクチンの供給は継続的に行われな
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ければならないが、「ギ」国は、自国予算での継続的調達は困難なうえ、他のドナーのワクチ

ン供与も必ずしも計画的には実施されていないのが現実である。従って、将来の調達に関して

WHO・UNICEF への援助要請や GAVI に対する援助要請、我が国への要請などに関し、ドナー間

の調整が不可欠である。 

 

４－３ プロジェクトの妥当性 

項目 検証結果 

１．裨益対象 ワクチン接種対象となる新生児 395,566 人と妊婦 445,012 人

（2006 年予測）が適正なワクチン接種の恩恵を被り、直接的な

裨益を受ける。    

２．計画の目的 「ギ」国が掲げている感染症の予防（１歳未満児と妊婦に対す

る予防接種率を高め感染を防ぐ）および予防接種体制の強化

（対象地区の冷蔵・冷凍機材の整備を行い、予防接種体制を強

化・拡大する）などの目標を達成すること。 

３．被援助国の実施体制 

 

保健省は、1998 年から予防接種拡大計画を開始し、着実に運

営・実施され、人員、体制ともに確保されている。WHO やユ

ニセフによる技術的支援も継続的に行われ、本プロジェクトの

実施にあたり充分対応できる。 

４．中・長期的開発計画

目標 

コールドチェーン機材が整備されることにより品質の良いワ

クチンの供給が可能となり、「ギ」国国家開発計画の目標に寄

与することとなる。また、予防接種率が改善され、感染症の罹

患率を下げ、国民が健康な生活を享受する助けとなる。 

５．収益性 本計画に収益性はない。調達されるコールドチェーン機材は保

健局など保健施設に配備され予防接種活動のためにだけ使用

される。 

６．環境への影響 特になし。 

７．実施可能性 日本の無償資金制度上、特段の問題なく実行可能である。 

 

以上の点から判断して無償資金協力により本プロジェクトを実施することは妥当であると考

えられる。 

 

４－４ 結論 

 

 本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く

住民の BHN の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償

資金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理につ

いても、人員・技術面での相手国側体制は問題がないものと考えられる。なお、相手国側体制に

おいて、「4-2 課題・提言」に記述したような点が実施・保証されれば、本プロジェクトはより

円滑かつ効果的に実施しうると考えられる。 



[資料 ] 

1. 調査団員・氏名 

2. 調査行程  

3. 関係者（面会者）リスト 

4. 当該国の社会・経済事情（国別基本情報抜粋） 

5. 討議議事録（M/D）  

6. 参考資料／入手資料リスト 
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１．調査団員・氏名 

 

 

氏名 担当 所属 

(1) 平井 利奈 副 総 括 
JICA 無償資金協力部 

管理・調整グループ 管理チーム 

(2) 菅原 俊雄 機材計画 財団法人日本国際協力システム 

(3) 北島 博司 調達計画 財団法人日本国際協力システム 

(4) 片沼 仁美 通  訳 財団法人日本国際協力センター 

 
 
 



２．調査行程

副総括（平井） JICS団員・通訳

1 8 月 28 日 土 成田 11:25（NH205）　→　パリ 16:40 パ　リ

2 8 月 29 日 日 パリ 10:50（AF766）　→　コナクリ 15:15 コナクリ

3 8 月 30 日 月
日本大使館表敬、WHO訪問・協議
保健省表敬・協議
（調査日程確認・質問書の回答受領等）

〃

4 8 月 31 日 火
UNICEF訪問・協議
実施機関（PEV）協議、中央倉庫視察

〃

5 9 月 1 日 水
サイト視察（キンディア州保健局、保健
センターマンビア、ワンディ） 〃

6 9 月 2 日 木

サイト視察 (フォレーカリア県保健局、保
健センターマファリヤ、フォレーカリア県
立病院）

〃

7 9 月 3 日 金

サイト視察 (カルームコミュニティ保健
局、保健センターカローム、ボウルビネ、
ポート）

〃

8 9 月 4 日 土 成田 11:25（NH205）　→　パリ 16:40 資料整理
〃

（パ　リ）
パリ 10:50（AF766）　→　コナクリ 15:15 資料整理

10 9 月 6 日 月 〃

11 9 月 7 日 火 〃

12 9 月 8 日 水 〃

13 9 月 9 日 木 〃

14 9 月 10 日 金 〃

15 9 月 11 日 土 コナクリ 19:55（AF765　）→ 資料整理
〃

(機中泊）

16 9 月 12 日 日
→ パリ 06:05
パリ 20:00（NH206　→

資料整理
〃

（機中泊）

17 9 月 13 日 月 →　成田 14:30
実施機関協議（質問書の回答）
市場調査（車両輸入販売店）

〃

18 9 月 14 日 火
UNICEF協議、実施機関協議（機材仕
様）　市場調査（コンピュータ販売店） 〃

19 9 月 15 日 水
サイト視察（コヤ県保健局、グベシア
ポート保健センター、マトトセンター、ワ
ンキフォンゴセンター）

〃

20 9 月 16 日 木

市場調査（車両輸入販売店、ｺｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ
現地代理店TDF）、実施機関協議（機材
仕様）　荷役業者SAB TRANSIT

〃

21 9 月 17 日 金
日本大使館報告
コナクリ19:55（AF765）　→

機中泊

22 9 月 18 日 土
→　パリ 06:05
パリ 20:00（NH206）　→

機中泊

23 9 月 19 日 日 →　成田 14:30 帰　国

＊ 他案件の視察

宿泊地のカッコ書きは団長の宿泊地を示す。

大使館報告、ミニッツ協議、署名（協力省）

〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施機関協議、中央倉庫視察

　サイト視察（デュプレカ県アーバン保健センター、保健ポストネゲア、センターコーリラ、
タナナ、コンデヤ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニッツ協議

9 9 月 5 日 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団内打合せ

トンガ病院視察＊、ミニッツ協議

日付No.
旅　　　　程

宿泊地曜日
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